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 P55 

 

第 3 章 

8．日本脳炎 

左段 8 行目 〇診断：患者の組血清につい

て、抗原測定を行う。 

〇診断：患者の組血清につい

て、抗体測定を行う。 

P122 演習問題 問 7 の選択

肢 

① エキノコックス症 

② アニサキス症 

③ ウエステルマン肺吸虫症 

④ 有鉤条虫症 

⑤ ピロプラズマ病（バベシア

病） 

① エキノコックス症 

② アニサキス症 

③ ウエステルマン肺吸虫症 

④ 有鉤条虫症 

⑤ タイレリア症 

P125 第３章 演習

問題解答 

問 7 の正解

と解説文 

正解⑤ 

ピロプラズマ病（バべシア

病） 

ピロプラズマ病はヒトではネ

ズミバベシアの感染が知られ

ているが非常にまれである。 

 

正解⑤ 

タイレリア症 

ピロプラズマ類はタイレリア

（Theileria）属あるいはバベ

シア（Babesia）属の感染を原

因とする疾病（ピロプラズマ

病）で、世界に分布する。タ

イレリア属では牛、鹿、馬で

の発症（タイレリア症；

Theileriosis）の報告はある

がヒトでの報告はない。 

 P125 第 3 章 

演習問題  

解答 問 7 

解説文最終

行 

有鉤条虫は中間宿主の牛肉の

生食により感染する 

有鉤条虫は中間宿主の豚肉の

生食により感染する 

 P211 第 5 章 

演習問題  

問 10 

⑤ 

⑤X 線廃液は液状であるもの

の特別管理産業廃棄物であ

り、動物病院がその処理を専

門の業者に委託する場合に

は、マニフェストに記入し関

係業者に交付しなければなら

⑤X 線廃液は液状であるものの

産業廃棄物であり、動物病院

がその処理を専門の業者に委

託する場合には、マニフェス

トに記入し関係業者に交付し

なければならない。（「特別



 

 
 

ない。 管理」を削除） 

P215 第 5 章 演習

問題 

問 10 正解

⑤  

正解⑤ 

X 線廃液は液状であるものの

特別管理産業廃棄物であり、

動物病院がその処理を専門の

業者に委託する場合には、マ

ニフェストに記入し関係業者

に交付しなければならない。 

正解⑤ 

X 線廃液は液状であるものの

産業廃棄物であり、動物病院

がその処理を専門の業者に委

託する場合には、マニフェス

トに記入し関係業者に交付し

なければならない。（「特別

管理」を削除） 

P215 第 5 章 演習

問題 

問 10 解説

文 

④「特定廃棄物」とは、国が

定めた特定地域における廃棄

物、すなわち「特定地域内廃

棄物」 

と、特定地域の内外を問わず

セシウム 134 とセシウム 137

との合計が 8,000 Bq/kg を

超える廃棄物、すなわち「指

定廃棄物」の両者を指す。 

④「特定廃棄物」とは、国が

定めた対策地域における廃棄

物、すなわち「対策地域内廃

棄物」 

と、対策地域の内外を問わず

セシウム 134 とセシウム 137

との合計が 8,000 Bq/kg を超

える廃棄物、すなわち「指定

廃棄物」の両者を指す。 

 


